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1．概論 

 

商標登録出願の審査は、商標法で規定する手続にのっとって審査官により行われ、審査官は

商標権が付与されるべきものかどうかについて実質的要件に関する審査（以下、単に「審査」

という。）を行う。審査の手続に関連する主な条文は以下のとおり。 

商標法第 14条（審査官による審査） 

商標法第 15条（拒絶の査定） 

商標法第 15条の 2、商標法第 15条の 3（拒絶理由の通知） 

商標法第 16条（商標登録の査定） 

商標法第 16条の 2（補正の却下） 

商標法第 17条において準用する特許法第 47条第 2項（審査官の資格）、同法第 48条（審査

官の除斥）、同法第 52条（査定の方式）及び同法第 54条（訴訟との関係） 

商標法第 17 条の 2 において準用する意匠法第 17 条の 3（補正後の意匠についての新出願） 

商標法第 65条の 4 

商標法第 65条の 5 

商標法第 68条第 2項 

 

１－１ 審査の基本方針 

審査官は、商標登録出願について、商標権が付与されるべきものかどうかに関する審査を行

う。審査官には、高度・広範な専門知識を基に、公正な判断を行うことが求められる。 

 

審査に当たっては、特に以下の点に留意する。 

（1）迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保し、商標審査基準等の指針にのっとって、

統一のとれた審査をする。 

（2）識別性、類似性及び指定商品・指定役務の採否等の判断に関し、審査の質の維持と一

層の向上に努める。商取引の複雑化・高度化を踏まえ、取引の実情を考慮した上で、各

審査官の知見を相互に活用しながら判断を行う。 

（3）判断の結果については、根拠のある証拠を元に、論理的な文章構成により査定書等に

記載するとともに、分かりやすい表現で記載する。 

（4）商標登録出願人（以下「出願人」という。）との意思疎通を確保しつつ、効率的な審査

をする。 

（5）審査官用チェックシートを活用して、典型的なミスを回避し、適正なプロセスに従っ

て審査をする。 

 

１－２ 審査手順の概要 

以下に、審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「２．各論」を参照のこ

と。また、商標の審査の主な流れを図に示す。 
 

（1） 商標の認定（２－１を参照） 
審査官は、審査を行う商標登録出願（以下、「本願」という。）の願書に記載された商標

登録を受けようとする商標（以下、「本願商標」という。）の認定を行う。本願商標の構成

や態様を把握し、そこから生じる読み方（称呼）、意味（観念）及び外観を認定した上で、

図形分類の付与、標準文字か否か、立体商標や音商標等か否か、色彩の有無等の認定を行

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
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う。 

 

（2） 指定商品・指定役務に関する調査・検討（２－２を参照） 
本願の指定商品・指定役務に関する調査及び検討を行う。商標の権利範囲は、願書に記

載された商標等及び指定商品・指定役務により定められる。権利範囲の特定のため、指定

商品・指定役務の内容及び範囲が明確に把握できるものであるか否かの調査及び検討を行

う。また、指定商品・指定役務が、政令で定める商品・役務の区分に従っているか否かの

調査及び検討を行う。 

 

（3） 登録要件に関する調査・検討（２－３を参照） 
本願商標が自己の業務に係る商品・役務に使用するものであるか否か、また、自他商品・

役務の識別力を有するものであるか否かの調査及び検討を行う。 

 

（4） 不登録事由に関する調査・検討（２－４を参照） 
本願商標が不登録事由に該当するものであるか否か等の調査及び検討を行う。自他商品・

役務の識別力を有する商標であっても、公益的見地や私益保護等の観点から、商標法第４

条第１項各号に掲げる不登録事由等に該当するか否かを検討する。 

 

（5） 拒絶理由の通知（２－５を参照） 
検討の結果、拒絶理由を発見した場合には拒絶理由を通知する。拒絶理由については、

できるだけ簡潔かつ平明な文章で、分かりやすく記載する。その際、証拠として認定した

情報を示す場合は分かりやすく記載する。なお、複数の拒絶理由を発見した場合には、原

則としてそれらの拒絶理由を同時に通知する。 

 

（6） 意見書又は手続補正書が提出された場合の対応（２－６を参照） 
意見書が提出された場合は、意見書の内容を十分に理解した上で、主張されている各事

項について検討を行う。手続補正書が提出された場合は、当該手続補正書による補正が適

法なものか否か（補正が要旨を変更するものか否か等）を確認するとともに、その内容を

十分に検討する。その結果、先に示した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。 

 

（7） 補正の却下（２－７を参照） 
手続補正書が提出された場合、当該補正が、願書に記載した指定商品・指定役務又は商

標登録を受けようとする商標について要旨を変更するものである場合には、決定をもって

補正を却下する。補正却下の決定をした場合には、決定の謄本の送達があった日から３月

を経過するまでは、査定をしてはならない。 

 

（8） 査定（２－８を参照） 
政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない場合には、登録査定をする。 

また、意見書・手続補正書の内容を検討しても、通知した拒絶理由が解消されていない

と判断した場合には、拒絶査定をする。拒絶査定に際しては、拒絶理由が解消されていな

い具体的な理由を簡潔かつ平明な文章で記載する。 

 

（9） 立体商標に係る審査（２－９を参照） 
立体商標の審査においては、本願商標の構成・態様が立体商標として特定し得るか否か

の確認を行うこと、また、使用による識別性を獲得したと認められる場合であっても、商
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標法第４条第１項第 18号の適用の検討が必要なことに留意する。 

 

（10） 音商標・色彩のみからなる商標・動き商標・ホログラム商標又は位置商標に

係る審査（２－１０を参照） 
音商標・色彩のみからなる商標・動き商標・ホログラム商標又は位置商標（以下、「音商

標等」という。）の審査においては、本願商標の構成・態様が音商標等として特定し得るか

否かの確認を行うこと、また、音商標又は色彩のみからなる商標については、使用による

識別性を獲得したと認められる場合であっても、商標法第４条第１項第 18号の適用の検討

が必要なことに留意する。 

 

（11） 地域団体商標に係る審査（２－１１を参照） 
地域団体商標の審査においては、拒絶理由通知書等について可能な限り分かりやすく丁

寧に記載すること等に留意する。 

 

（12） 特殊な商標登録出願に係る審査（２－１２を参照） 
出願の分割等の特殊な商標登録出願が行われた場合には、もとの出願の願書、分割出願

等に係る願書及び手続補正書の記載事項等を照合し、商標や指定商品・指定役務の内容を

確認して、出願の分割等が認められるか否かについて判断を行う。 

 

（13） 防護標章登録出願に係る審査（２－１３を参照） 
防護標章の審査においては、防護標章と原登録商標との同一性及び出願人と原登録商標

の権利者との同一性等の確認を行う。また、原登録商標の著名性等に関して調査を行い、

他人が原登録商標をその指定商品・指定役務と類似しない商品・役務に使用することによ

って、自己の業務に係る指定商品・指定役務と混同を生ずるおそれがあるか否かについて

検討を行う。 
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２．各論 

２－１ 商標の認定 

（1） 商標の認定 
商標の認定とは、願書に記載された本願商標を把握し、認定することである。具体的には、

本願商標がどのような構成でどのような態様なのかを把握し、標準文字によるものか否か、立

体商標や音商標等か否か、色彩の有無等について認定する。そして、本願商標からどのような

読み方（称呼）が生じるのか、どのような意味（観念）を生じるのか、どのような外観なのか

を認定する。また、本願商標に図形要素が含まれる場合には、図形分類の付与を行う。 

商標の認定に係る各作業は、本願が拒絶の理由に該当するか否かを判断する際の礎となるも

のであることから、商標の認定は正確に行う必要がある。 

＜商標審査基準第４ 第５条（商標登録出願）＞ 

 

（2） その他留意点 
ア 本願に関して、願書以外に提出されている書類（手続補正書、刊行物等提出書等）や

物件（音商標の場合は物件が必須）がないかを確認する。書類や物件が提出されている

場合は、内容を確認した上で審査を進める。 

イ 同一又は極めて類似する商標に係る他の商標登録出願の存在があるかを調査し、そ

の存在を確認した場合は、必要に応じて協議を行った上で審査を進める。 

ウ 世間の衆目を集める可能性がある案件等、特に注意を要し、慎重な判断が求められ

る案件に該当するものと判断する場合には、協議を行った上で審査を進める。 

 

２－２ 指定商品・指定役務に関する調査・検討 

指定商品・指定役務に関する調査及び検討を行う（商標法第６条第１項、第２項）。商標の権

利範囲は、願書に記載された商標（商標の詳細な説明の記載がある立体商標については当該記

載を考慮。音商標等については商標の詳細な説明の記載及び物件を考慮）及び指定商品・指定

役務により定められる。権利範囲の特定のため、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確に

把握できるものであるか否か、また、指定商品・指定役務が、政令で定める商品・役務の区分

に従っているか否かについて、以下の要領で調査を行い検討する。 

＜商標審査基準第５ 第６条（一商標一出願）＞ 

 

（1） 指定商品・指定役務の表示の明確性・適切性の検討 
商標権が設定登録された場合には、商標とともに指定商品・指定役務が商標権の範囲を

定めるものとなる（商標法第 27 条）。したがって、指定商品・指定役務の表示は、それら

を取り扱う一般的な事業者間においてその商品・役務の内容及び範囲が明確に把握できる

ものであることが必要となる。 

指定商品・指定役務の表示が明確ではない、又は、適切ではないと判断する場合には、

商標法第６条第１項に係る拒絶理由の対象となる。 

 

ア 指定商品・指定役務の表示が具体的かつ明確かどうかについては、商標法施行規則

第６条に基づく別表（省令別表）、類似商品・役務審査基準、ニース協定1に基づく国際

分類のアルファベット順一覧表等に基づき、過去に採択された例との整合性を考慮し

た上で検討を行う。各種辞書・辞典、書籍、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各

 
1 標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/31_6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/index.html
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種媒体を利用して、指定商品・指定役務の表示の辞書等への掲載状況や商取引におけ

る使用状況等を調査し、その表示が特定の内容及び範囲を客観的に表しているかどう

かについて検討を行う。加えて、指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、

構造、効能若しくは用途等又は指定役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途等の観

点からの検討を基に、指定商品・指定役務の内容及び範囲の認定を行い、各指定商品・

指定役務に対応する類似群コードの付与を行う。 

 

イ 指定商品・指定役務の表示中に特定の商品・役務を表すものとして登録商標が用い

られていないか等、不適切な表示でないかについて検討を行う。 

 

（2） 商品・役務の区分の帰属の認定・検討 
商品・役務の指定は、政令で定める商品・役務の区分に従って行わなければならない（商

標法第６条第２項）。商品・役務の区分は、平成４年４月１日から、国際分類に即した商標

法施行令第１条に基づく別表（政令別表）に基づき分類されている。指定商品・指定役務

の区分が適切か否かについては、政令別表、類似商品・役務審査基準、ニース協定に基づ

く国際分類の類別表・注釈・アルファベット順一覧表等に基づき調査し、過去に採択され

た例との整合性を考慮した上で検討を行い、商品・役務の区分の帰属の認定を行う。 

指定商品・指定役務の表示は明確であるが、商品・役務の区分に従っていない出願につ

いては、商標法第６条第２項に係る拒絶理由の対象となる。 

なお、指定商品・指定役務の表示が不明確で、かつ、商品・役務の区分に従っていない

出願については、商標法第６条第１項及び第２項に係る拒絶理由の対象となる。 

ただし、国際商標登録出願の区分については、国際事務局が正しいと判断する区分で国

際登録されるものであることから（議定書2第３条（2）、共通規則3第 12規則（9））、仮に、

我が国における区分の解釈・運用と異なる場合でも、原則として、区分に従っていないこ

とのみを理由とする暫定拒絶通報は行わない。 

 

２－３ 登録要件に関する調査・検討 

本願商標が自己の業務に係る商品・役務に使用するものであるか否か、また、自他商品・役

務の識別力を有するものであるか否かについて、以下の要領で調査を行い検討する。 

＜商標審査基準第１の一 第３条第１項全体＞ 

 

（1） 自己の業務に係る商品･役務についての使用に関する調査・検討 
本願商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用をする商標か否かの確認を行

う。その検討に際しては、以下の点について留意して行う。 

＜商標審査基準第１の二 第３条第１項柱書＞ 

 

ア 自己の業務に係る商品･役務について使用しないことが明らかなもの 

出願人の業務を確認し、その範囲が法令上制限されているかどうかの確認を行い、

また、指定商品・指定役務に係る業務について、法令上その業務を行うことができる者

が制限されているか否かを確認する。 

 

イ 商標の使用の前提となる指定商品・指定役務に係る業務を出願人が行っているか又

は行う予定があるかについて合理的疑義があるもの 

 
2 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書 
3 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/03_3-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/03_3-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
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あらかじめ、過去に出願人が当該指定商品・指定役務に関して業務を行っているこ

との証明を提出しているか否かについて確認を行う。なお、下記①及び②の場合にお

いて、出願人から業務を行っていることの証明が提出された場合には、その情報につ

いて蓄積を行う。 

 

① 商標法第２条第２項に規定する役務（小売等役務）について 

合理的疑義があるか否かについて、以下の要領で検討を行う。 

まず、本願が総合小売等役務4を指定しているか否かの確認を行い、指定している場

合には、出願人が法人か個人（自然人）かを確認し、個人（自然人）の場合には、商標

法第３条第１項柱書に係る拒絶理由の対象となる。法人の場合には、出願人が総合小

売等役務を行っているか否か等を確認し、行っているとは認められない場合には、商

標法第３条第１項柱書に係る拒絶理由の対象となる。また、複数の特定小売等役務を

指定している場合には、その複数の小売等役務が類似関係にあるか否かについての確

認を行い、類似関係にない場合には、商標法第３条第１項柱書に係る拒絶理由の対象

となる。 

いずれの場合も、出願人に対して商標の使用又は使用意思の確認を行う。 

② 商品･役務の全般について 

合理的疑義があるか否かについて、以下の要領で検討を行う。 

１つの区分内において、２３以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定して

いる場合には、商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいるため、商標法第３条第１

項柱書に係る拒絶理由の対象となり、出願人に対して商標の使用又は使用意思の確認

を行う。 

 

（2） 識別力の有無の調査・検討 
本願商標が自他商品・役務の識別力を有するか否かは、その商標を使用する指定商品・

指定役務との関係が極めて重要である。「２－１ 商標の認定」の項で把握した内容に基づ

き、商標全体及び商標を構成する各々の文字や図形等について、「２－２（1） 指定商品・

指定役務の表示の明確性・適切性の検討」の項で認定した指定商品・指定役務との関係に

照らして、需要者・取引者がどのような意味を認識するのかの調査を行い、商品・役務の

普通名称や慣用商標に該当するか否か、品質等を表す商標に該当するか否か等について検

討を行う。 

調査に際しては、辞書・辞典、書籍、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体

を利用し、本願商標及び本願商標を構成する各々の文字や図形等が商品・役務との関係に

おいて、どのような文脈において、どのような意味で、どのような態様で使用されている

か等、その商品・役務又はそれらの業界における取引の実情とともに調査を行う。特にイ

ンターネットを利用して調査を行う場合には、ウェブサイト等において使用されている標

章が出願人本人による使用か否か等、情報の信ぴょう性や明確性につき、調査した内容を

精査することに留意する。 

 

ア 商品・役務の普通名称・慣用商標又は品質・質等を表示する商標（商標法第３条第１

項第１号～第３号） 

本願商標から生ずる意味と、指定商品・指定役務との関係に照らして、本願商標が普

通名称に該当するか否か、商品・役務について慣用されているものか否か又は商品の品

質若しくは役務の質等を表示する商標に該当するか否かについて検討を行う。 

 
4「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供」 
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また、本願商標の書体や全体の構成等が特殊な態様か否か（普通に用いられる方法で

表示する標章か否か）について検討を行う。検討に際しては、指定商品・指定役務の取

引の実情を十分に考慮することに留意する。 

 

＜商標審査基準第１の三 第３条第１項第１号（商品又は役務の普通名称）＞ 

＜商標審査基準第１の四 第３条第１項第２号（慣用商標）＞ 

＜商標審査基準第１の五 第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役

務の提供の場所、質等の表示）＞ 

 

イ ありふれた氏又は名称等を表示する商標（商標法第３条第１項第４号） 

本願商標が、ありふれた氏又は名称等に該当するか否かについて検討を行う。検討に

際しては、辞書・辞典、書籍、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体等を利用

して調査を行う。 

また、本願商標の書体や全体の構成等が特殊な態様か否か（普通に用いられる方法で

表示する標章か否か）について検討を行う。検討に際しては、指定商品・指定役務の取

引の実情を十分に考慮することに留意する。 

＜商標審査基準第１の六 第３条第１項第４号（ありふれた氏又は名称）＞ 

 

ウ 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章（商標法第３条第１項第５号） 

本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章に該当するか否かについて検討を

行う。検討に際しては、商標審査基準第１の七に基づき行い、ありふれた標章（一般的

に使用されている標章）と認められるためには、必ずしも特定の商品又は役務を取り扱

う分野において使用されていることを要しないことに留意する。 

＜商標審査基準第１の七 第３条第１項第５号（極めて簡単で、かつ、ありふれた標章）＞ 

 

エ 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商

標（商標法第３条第１項第６号） 

本願商標が、商標法第３条第１項の第１号から第５号の拒絶理由に該当しない場合で

あっても、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができる

商標か否かについての検討を行う。 

検討に際しては、元号を含む商標等、商標審査基準第１の八の２．乃至 11．に掲げる

商標について本規定を適用することに留意するとともに、それらに該当しない商標であ

っても、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない

ことが客観的な証拠から導かれる場合は、本規定を適用することに留意する。 

なお、商標審査基準第１の八の２．乃至 11．に掲げる商標であっても、使用をされた

結果需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるに至っ

ているものについては、商標法第３条第１項第６号の規定に該当しないところ、その検

討に際しては後述オに記載の要領に基づき行う。 

＜商標審査基準第１の八 第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの）＞ 

 

オ 使用による識別性（商標法第３条第２項） 

本願商標が、商標法第３条第１項第３号から第５号までの拒絶理由に該当する場合で

あっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識

することができるか否かについて検討を行う。 

本項の適用については、出願人に本願商標の使用に係る証明書等の提出を求めるとと

もに、雑誌、新聞記事やインターネット等の各種媒体を利用しての調査を行い、提出さ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/05_3-1-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/06_3-1-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/08_3-1-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/09_3-1-5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/09_3-1-5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
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れた資料及び調査結果を基に、以下の点に留意して検討を行う。 

 

① 本願商標と使用商標が同一、かつ、指定商品・指定役務と使用商品・使用役務が同

一か否かを確認する。 

② 商標の使用状況の事実を量的に把握し、需要者の認識の程度を推定し、その大小な

いし高低等により識別力の有無を検討する 

③ 団体商標に関しては、特に、その団体の構成員の使用に関する事実を勘案する。 

④ 小売等役務についての商標が、使用により識別力を有するに至ったことを証明す

る場合においては、小売等役務に係る業務を行っていることの証明を要する。 

⑤ 特に、出願人以外の者による使用の有無及びその使用状況の確認を行う。 

 

検討に際しては、他の審査官の意見を参酌した上で検討を行い、商標審査基準第２の

１．乃至７．に基づき行う。 

＜商標審査基準第２ 第３条第２項（使用による識別性）＞ 

 

 

２－４ 不登録事由に関する調査・検討 

本願商標が公益的見地や私益保護等の観点から、商標として登録することが適当であるか否

かの調査及び検討を行う。具体的には、商標法第４条第１項各号に掲げる不登録事由に該当す

るか否かや第８条の規定に該当するか否か等について、以下の要領で調査を行い検討する。 

なお、商標法第４条第１項各号に掲げる不登録事由に該当するか否かの判断時期については、

商標審査基準第３の十八に基づき行うことに留意する。 

＜商標審査基準第３の十八 第４条第３項（第４条第１項各号の判断時期）＞ 

 

（1） 公益的観点 
ア 公益的不登録事由（商標法第４条第１項第１号～第６号）、博覧会の賞（商標法第４

条第１項第９号） 

本願商標及びそれを構成する各々の文字や図形等について、商標の構成・態様、商標

から生ずる読み方（称呼）、意味（観念）等に基づき、必要に応じて指定商品・指定役務

との関係も考慮しつつ、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、本

願商標及びそれを構成する各々の文字や図形等の使用状況を調査するとともに、「商標登

録を受けることができない商標」が蓄積されたデータベースを利用した調査も行い、不

登録事由に該当しないか否かについて検討する。 

＜商標審査基準第３の二 第４条第１項第１号（国旗、菊花紋章等）＞ 

＜商標審査基準第３の三 第４条第１項第２号、第３号及び第５号（国の紋章、記章等）＞ 

＜商標審査基準第３の四 第４条第１項第４号（赤十字等の標章又は名称）＞ 

＜商標審査基準第３の五 第４条第１項第６号（国、地方公共団体等の著名な標章）＞ 

＜商標審査基準第３の八 第４条第１項第９号（博覧会の賞）＞ 

 

イ 公序良俗違反（商標法第４条第１項第７号） 

本願商標について、商標の構成・態様、商標から生ずる読み方（称呼）、意味（観念）、

外観等に基づき、商標の構成自体が「非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人

に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの

結合、音」等に該当するか否かを検討する。商標の構成自体がそうでなくとも、指定商

品・指定役務について使用した場合に社会公共の利益に反するか否か、又は社会の一般

的道徳観念に反するか否かについても検討する。検討に際しては、雑誌、新聞記事及び

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/29_4-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/29_4-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/12_4-1-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/13_4-1-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/14_4-1-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/15_4-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/18_4-1-9.pdf
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インターネット等の各種媒体を利用し、本願商標の使用状況を調査し検討する。 

また、他の法律等によって使用等が禁止されているか否かを確認し、また特定の国若

しくはその国民を侮辱するものか否か又は一般に国際信義に反するものか否かについて

検討する。 

なお、歴史上の人物名等5については、当該歴史上の人物等の周知・著名性、国民又は

地域住民の認識、利用状況及びその指定商品・指定役務との関係等について調査し検討

することに留意する。 

＜商標審査基準第３の六 第４条第１項第７号（公序良俗違反）＞ 

 

ウ 種苗法の品種名称（商標法第４条第１項第 14号） 

指定商品・指定役務に種苗関連の商品・役務が含まれている場合には、商標中に含ま

れる文字等について、種苗法の品種登録を受けた品種の名称か否かに関して、例えば農

林水産省のウェブサイト等を利用して調査を行い、本願商標が同一又は類似するか否か

について検討する。 

＜商標審査基準第３の十二 第４条第１項第 14号（種苗法で登録された品種の名称）＞ 

 

エ 商品の品質又は役務の質の誤認（商標法第４条第１項第 16号） 

商標の構成・態様、商標から生ずる意味（観念）等に基づき、商標中に含まれる文字等

について、指定商品・指定役務との関係で、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各

種媒体を利用し、指定商品・指定役務を取り扱う分野の取引の実情や、前記文字等が使

用されている状況を調査し、指定商品・指定役務に使用した場合に商品の品質・役務の

質の誤認を生じるか否かについて検討する。 

＜商標審査基準第３の十四 第４条第１項第 16号（商品の品質又は役務の質の誤認）＞ 

 

オ ぶどう酒・蒸留酒の産地表示（商標法第４条第１項第 17号） 

指定商品にぶどう酒・蒸留酒が含まれている場合には、商標中に含まれる文字等につ

いて、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、前記文字等が使用可

能な産地についての状況を調査し、ぶどう酒及び蒸留酒に関する産地を表示するか否か

について検討する。検討に際しては、世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国のぶどう酒又は

蒸留酒の産地を表示する標章の例を参照して行うことに留意する。 

＜商標審査基準第３の十五 第４条第１項第 17号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示）＞ 

 

（2） 私益的観点 
ア 他人の登録商標・登録防護標章（商標法第４条第１項第 11号、第 12号） 

商標の構成・態様、商標から生ずる読み方（称呼）、意味（観念）、外観等に基づき、同

一又は類似の指定商品・指定役務との関係において、先行する他人の登録商標及び商標

登録出願について調査し検討する。 

調査に際しては、本願商標の称呼、検索用商標、類似群コード等について、適切であ

るか再度確認して検索を行う。検討に際しては、本願商標の出願日（遡及日）と引用商

標の出願日（遡及日）の関係、引用商標の存続期間満了日、本願商標の出願人と引用商

標の権利者の関係、指定商品・指定役務の関係等を確認し、商標の外観、称呼及び観念

等のそれぞれの判断要素を総合的に考察して行う。 

なお、商標法第 4条第 1項第 11号に該当する商標であっても、商標法第 4条第 4項の

 
5 歴史上の人物名等とは、歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）、有形・無形の文化的所

産・遺跡・自然、伝統的に利用されてきた家紋、著名な絵画を含む。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/23_4-1-14.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/25_4-1-16.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/26_4-1-17.pdf
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適用により、併存登録が認められる可能性があることに留意する（コンセント制度）。 

引用商標が先願未登録商標の場合には、拒絶理由通知書に先願未登録商標の出願番号

を記載する。引用商標が商標権の存続期間経過後の商標の場合には、商標審査基準第３

の十の 12.に基づいて審査を進めることに留意する。 

引用商標が国際登録に基づく登録商標の場合であって、その国際登録が取り消された

ときは、商標法第 68 条の 32 の規定に基づく商標登録出願の有無を確認した上で審査を

進めることに留意する。 

商標法第４条第１項第 12号の引用標章の検討に際しては、本願商標が他人の登録防護

標章と同一か否かに留意する。 

＜商標審査基準第３の十 第４条第１項第 11号（先願に係る他人の登録商標）＞ 

＜商標審査基準第３の十一 第４条第１項第 12号（他人の登録防護標章）＞ 

＜商標審査基準第 11 第 15条の 3（先願未登録商標）＞ 

 

イ 他人の登録商標の例外（第４条第４項）  

本願商標が、商標法第４条第 1項第 11号に該当する商標であっても、その商標登録出

願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ているか否か、かつ、当

該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権

者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないか否

かについて検討を行う。 

本項の適用については、提出された他人の承諾を得ていることが確認できる資料（承

諾書）を基に、引用商標権者の承諾の有無を確認し、提出された「混同を生ずるおそれ

がない」ことを明らかにする資料を基に、引用商標と本願商標に関して、将来にわたっ

ても混同を生ずるおそれがないといえるか否かについて、商標審査基準第３の十九の

４.(3)に掲げる具体的な事情を総合的に考慮して判断する。＜商標審査基準第３の十九 

第４条第４項（先願に係る他人の登録商標の例外）＞ 

 

ウ 他人の氏名等（商標法第４条第１項第８号） 

商標中に含まれる文字等について、雑誌、新聞記事、インターネット等の各種媒体を

利用し、前記文字等が使用されている状況を調査し、他人の肖像又は他人の氏名・名称

若しくはその著名な略称等を表示するか否かについて検討する。特に著名性の検討に際

しては、当該著名性を立証する証拠の適切性に留意して調査を行う。 

他人の氏名については、商標の使用をする商品又は役務の分野における周知性、出願

人との関連性についても調査を行い、公開されている情報や情報提供等により得られた

資料に留意して不正の目的の存否についても検討を行う。 

＜商標審査基準第３の七 第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）＞ 

 

エ 他人の周知商標、出所混同、周知商標の不正使用（商標法第４条第１項第 10号、第

15号、第 19号） 

商標の構成・態様、商標から生ずる読み方（称呼）、意味（観念）、外観等に基づき、先

行する他人の周知商標について調査し検討する。調査に際しては、雑誌、新聞記事及び

インターネット等の各種媒体を利用し、引用する商標が使用されている状況、特に周知

性や著名性、又は不正の目的の存否について調査を行うとともに、商品・役務の取引の

実情についても留意する。なお、周知性の判断については、商標審査基準第２の２．に

記載の事実及び証拠に基づき行う。また、必要に応じて、他国での登録状況についても、

各国のデータベース等を利用して調査する。 

＜商標審査基準第３の九 第４条第１項第 10号（他人の周知商標）＞ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/21_4-1-12.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/35_15-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/29_4-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/29_4-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/19_4-1-10.pdf
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＜商標審査基準第３の十三 第４条第１項第 15号（商品又は役務の出所の混同）＞ 

＜商標審査基準第３の十七 第４条第１項第 19 号（他人の周知商標と同一又は類似で不正

の目的をもって使用をする商標）＞ 

 

（3） その他 
ア 本願商標と同一又は類似の商品・役務について使用をする同一又は類似の他人の引

用商標に係る出願日が、本願商標に係る出願日と同日の場合には、商標法第８条第２項及

び第５項の拒絶理由を適用することに留意する。この場合においては、該当するすべての

商標登録出願に対し、商標法第８条第４項の協議命令と、商標法第８条第２項及び第５項

の拒絶理由の通知を同時に行う。 

なお、コンセント制度により併存登録が認められるところ、その判断に際しては商標審

査基準第３の十九に基づき行う。 

＜商標審査基準第８（先願）＞ 

 

イ 同一人が同一の商標について同一の商品・役務を指定して商標登録出願した場合に

は、商標法第 68条の 10の規定に該当する場合を除き、「商標法第３条の趣旨に反する」旨

の拒絶理由を適用することに留意する。この場合においては、原則として先願に係る商標

が登録された後、後願について｢商標法第３条の趣旨に反する｣との拒絶理由を通知する。

商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品・役務を指定して商標登録出願した

場合も、同様に取り扱う。 

＜商標審査基準第 18（その他）＞ 

 

 

２－５ 拒絶理由通知 

商標法においては、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は、出願人に対し、

拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない

旨、規定されている（商標法第 15条の２、第 15条の３、第 65条の５、第 68条第２項）。 

 

（1） 拒絶理由を通知する期間 
拒絶理由がある場合には、商標登録出願の日から１年６月以内に出願人に通知しなけれ

ばならない。ただし、手続の補正により商標法第６条第１項又は第２項の要件を満たさな

い旨の拒絶理由を解消した場合等に関しては、期間の起算日が異なることに留意する。 

 

（2） 拒絶理由通知を行う際の留意点 
拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的

に指摘しなければならない。また、出願人以外の第三者の観点から、類似の案件に係る審

査判断についての予見可能性を高めるためにも、拒絶の理由は明確でなければならない。 

具体的には、以下の点に留意して拒絶理由を通知する。 

ア 拒絶理由は、簡潔かつ平明な文章で、要点を分かりやすく記載する。 

イ 拒絶理由を複数発見した場合には、原則としてその全ての拒絶理由を同時に通知す

る。ただし、指定商品・指定役務の表示が著しく不明確であり内容及び範囲を特定でき

ない場合等には、登録要件や不登録事由についての審査を行っていないことを明記し

た上で、指定商品・指定役務に関する拒絶理由のみを通知することができる。 

ウ 本願商標が、商標法第３条第１項柱書に規定する要件を満たさない場合は、原則と

して拒絶理由通知書に当該拒絶理由を解消するための方法・方策・手段を提示する。 

エ 本願商標が、商標法第３条第１項各号に規定する商標登録の要件を満たさない場合

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/29_4-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/29_4-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/33_8.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/42_sonota.pdf
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は、拒絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示すとともに、原則として判断の根

拠となる証拠についても提示する（内容・出典についても明示する。）。 

オ 本願商標が、商標法第４条第１項各号に規定する不登録事由に該当する場合は、拒

絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示すとともに、判断の根拠となる証拠につ

いても、可能な限り提示する。ただし、本願商標が商標法第４条第１項第 11号に該当

する場合の拒絶理由通知書の記載に際しては、原則として引用商標を特定する出願番

号又は登録番号のみを表示する。 

カ 本願が、商標法第６条第１項又は第２項に規定する要件を満たしていない場合は、

拒絶理由通知書に対象となる指定商品・指定役務及び商品・役務の区分を明示する。そ

の際には、原則として当該拒絶理由を解消することができる指定商品・指定役務の補

正案を提示する。 
 

（3） 出願人・代理人との意思疎通の確保 
ア 拒絶理由を通知する際、出願人・代理人の対応をより容易なものとし、もって迅速・

的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正等の示唆をすることができる。た

だし、この示唆により何らかの法律的効果が生じるというものではなく、補正等につ

いては、出願人の意思、責任においてなされるべきものである。 

イ 審査官は、出願人・代理人との意思疎通を通じて相互理解を深め、納得感のある審査

を行うための補助的な手段として、電話、電子メール、面接等を活用し、出願人・代理

人に対して丁寧で分かりやすい対応に努める。面接等は「面接ガイドライン【商標審査

編】」に基づいて行い、手続の透明性等を確保すべく面接記録又は応対記録を作成する。

なお、商標登録出願に代理人がある場合は、原則として代理人と面接等を行う。 

ウ 担当審査官が変更されても、審査の継続性を維持、確保する運用が行われるように

する。 

エ 拒絶理由通知書には、担当審査官の連絡先（氏名・電話番号）について必ず記載する。 

 

（4） 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め 
審査上必要と認める場合は、商標法第 77 条第２項で準用する特許法第 194 条第１項の

規定に基づき、審査官名で通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件（以下、「書

類等」という。）の提出を出願人に求めることができる。 

書類等の提出を求める際には、期間を定めた上で、出願人がどのような書類等を提出す

べきかを具体的に示して通知する。 

ただし、拒絶理由通知に付記する形で書類等の提出を求めることもできる（例えば、「指

定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でない」旨の拒絶理由を通知し、それに付記する

形で、「カタログ、パンフレット等、指定商品・指定役務を説明する物件の提出」を求める

ことができる。）。 
 

２－６ 意見書又は手続補正書が提出された場合の対応 

拒絶理由通知に対して意見書又は手続補正書が提出された場合には、審査官は以下の要領で

審査を進める。 

 

（1） 意見書の取扱い 
拒絶理由を通知した後に意見書が提出された場合は、意見書の内容を十分に理解した上

で、意見書において主張されている各事項について検討を行う。その結果、先に示した拒

絶理由が解消されたかどうかを判断する。 

特に、拒絶理由通知に対して補正がされず意見書のみが提出された場合は、意見書の内

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/mensetu_guide_syohyo.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/mensetu_guide_syohyo.html
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容を十分に参酌し、拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されたかどうかを検討する。 

なお、商標法第６条第１項又は第２項の拒絶理由に対して出願人が実質的に商品・役務

等の説明のみを内容とする意見書等を提出した場合は、直ちに拒絶査定を行うことなく、

当該意見書等を参酌し、例えば補正案を示すなど指定商品・指定役務を適切な表示に補正

すべきことを指示する（審査官名による手続補正指示又は国際商標登録出願にあっては審

査官通知をする）。ただし、この場合において、新たに他の拒絶理由を発見した場合には、

補正すべきことを指示することなく、当該他の拒絶理由を通知することができる。 
 

（2） 手続補正書の取扱い 
手続補正書が提出された場合は、当該手続補正書の内容を十分に検討し、先に示した拒

絶理由が解消されたかどうかを判断する。特に、当該手続補正書による補正が適法なもの

か否か、補正前の願書の記載内容と照合し、その補正によって要旨が変更されていないこ

とを確認する。 

願書に対してなされた補正が、補正前の本願商標又は願書に記載した指定商品・指定役

務の要旨を変更するものと認められる場合には、当該補正について決定をもって却下する

（「２－７ 補正の却下」参照）。 

当該補正が、要旨を変更するものでない場合は、補正後の願書の記載に基づいて審査を

継続する。 

なお、補正は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属し

ている場合に限りすることができる（商標法第 68条の 40）。ただし国際商標登録出願につ

いては、商標法第 15条の２の規定による拒絶理由通知を受けた後は、事件が審査、審判又

は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品・指定役務について補正をす

ることができる（商標法第 68条の 28）。 

 

２－７ 補正の却下 

提出された手続補正書に対して補正の却下の決定を行う場合、審査官は以下の要領で審査を

進める。 

 

（1） 補正の却下を行う場合の留意点 
本願商標又は願書に記載した指定商品・指定役務についてした補正がこれらの要旨を変

更するものである場合は、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（商

標法第 16 条の２、第 68 条第２項）。補正の却下の決定は、文書をもって行い、その理由

（複数ある場合はその全ての理由）を示して行う。 

国際商標登録出願において、国際事務局より通報された「限定（Limitation）」によって

指定商品・指定役務を限定した場合、願書に記載した指定商品・指定役務の要旨を変更す

るものと認められる場合は、共通規則（第 27 規則（5））に基づき、「限定が効力を有しな

い旨の宣言（Declaration that a limitation has no effect）」を行う。 

 

（2） 補正の却下の決定後の処理 
補正の却下を行った場合、決定の謄本の送達があった日から３月を経過するまでは、当

該商標登録出願について査定をしてはならないことに留意する（商標法第 16 条の２第３

項）。この期間は、出願人が補正の却下の決定に対する審判を請求することができる期間（商

標法第 45条第１項）、及び、補正の却下の決定に基づく新出願（以下、「補正却下後の新出

願」という。項番２－１２ （3）参照）を行うことが可能な期間（商標法第 17条の２で準

用する意匠法第 17条の３）である。 

出願人が、上記審判請求をした場合は、当該審判の審決が確定するまでその商標登録出
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願の審査を中止しなければならないことも留意する（商標法第 16条の２第４項）。 

また、出願人が上記補正却下後の新出願をした場合には、もとの商標登録出願は取り下

げたものとみなされる（商標法第 17 条の２第１項において準用する意匠法第 17 条の３第

２項）。 

上記審判請求及び補正却下後の新出願が行われなければ、補正の却下の決定は確定し、

当該補正はなかったものとして、その商標登録出願は補正が行われる前の状態に戻ること

から、その状態で審査を継続する。 

なお、国際商標登録出願については、商標法第 68条の 18の規定により、商標法第 17条

の２第１項において準用する意匠法第 17条の３の規定は適用しない。 

＜商標審査基準第 13 第 16条の２及び第 17条の２（補正の却下）＞ 

 

２－８ 査定 

審査官は、拒絶理由を発見しない場合は、遅滞なく登録査定をする。 

また、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えた後、いまだ拒絶の理由が解消し

ない場合は、拒絶査定をする。その際、拒絶理由通知の応答期間の期間延長請求書の提出の有

無に留意する。 

登録査定を行うに際しては、先に通知した拒絶理由が解消した場合であっても、他の拒絶理

由の有無を再度確認することに留意する。また、未確認の提出書類がないかを再度確認するこ

とに留意する。 

＜商標審査基準第 12 第 16条（商標登録の査定）＞ 

 

（1） 登録査定 
審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶理由を発見しない場合、又

は拒絶理由通知に対する応答（意見書又は手続補正書等の提出）により拒絶理由が解消さ

れ、他に拒絶理由を発見しない場合は、登録査定をする（商標法第 16 条、第 65 条の４第

２項、第 68条第２項）。 

登録査定に際しては、先に通知した拒絶理由が解消した場合であっても、他の拒絶理由

の有無を再度確認することに留意する。 

なお、商標法第３条第２項を適用して登録査定を行う場合や、分割・優先権主張を認め

ず登録査定を行う場合等には、その旨を登録査定書に記載する。 

 

（2） 拒絶査定 
拒絶理由通知に対する意見書及び手続補正書の提出などの応答によっても、通知した拒

絶理由が解消されていない場合には、拒絶査定をする（商標法第 15 条、第 65 条の４第１

項、第 68条第２項）。 

拒絶査定に際しては、以下の点に留意する。 

ア 拒絶査定をするにあたっては、拒絶理由（日付、拒絶理由の項番等）を明らかに示す

とともに、拒絶理由が解消されていない具体的な理由が分かるように、論理的で明瞭

かつ簡潔に平明な文章で分かりやすく記載する。また、商標法第４条第１項第 11号の

拒絶理由において引用商標が複数あり、その一部の引用商標で拒絶査定を行う場合、

拒絶査定を行う引用商標を特定して記載する。ただし、出願人から意見書又は手続補

正書等の提出などによる応答がない場合は、この限りではない。 

イ 意見書において主張されている事項については、拒絶理由の趣旨に沿って、主張に

対する審査官の判断を明確に記載する。 

ウ 既に示した拒絶理由を補強するための証拠を必要に応じて提示する。 

エ 拒絶査定においては、通知した文書、意見書又は手続補正書等の応答書類を受領し

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/37_16_17-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/36_16.pdf
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た事実を記載する。その際には、通知文書や応答書類の日付を的確に記載する。 

オ 拒絶理由通知に対して、意見書又は手続補正書等の提出などによる応答がない場合

は、通知した拒絶理由が解消されているか否かの確認を行い、解消されていないこと

を確認した後に拒絶査定を行う。特に商標法第４条第１項第 11号の拒絶理由を通知し

た場合には、引用した登録商標については商標権が存続しているか否か、本願商標の

出願人と引用商標の権利者の関係、指定商品・指定役務の関係を確認し、先願未登録商

標については設定登録されているか否かを確認する。 

カ 出願人から、例えば引用商標に対して不使用取消審判請求を行った旨の意見書等が

提出され、その事実が確認でき、かつ、不使用取消審判が成立すれば拒絶理由が全て解

消する蓋然性が高い場合等については、直ちに拒絶査定を行うことなく、当該審判請

求に係る審決が確定するまで審査を保留する。また、他の審判又は訴訟により審査の

手続を中止する必要があると認める場合は、異議決定若しくは審決が確定し、又は訴

訟手続が完結するまで、審査の手続を中止することができることに留意する。 

キ 出願人から、例えば引用商標に対して譲渡交渉、名義人変更等を行っている旨の意見

が意見書等において述べられ、かつ、当該事情の変動によって拒絶の理由が全て解消す

る蓋然性が高い場合等については、直ちに拒絶査定を行うことなく、期間延長請求書の

提出を促すとともに、暫時審査を保留する。ただし、進捗状況等の事実確認を適宜行う

とともに、後願の審査に重大な影響を与えない範囲で審査を保留することに留意する。 

 

２－９ 立体商標に係る審査 

（1） 立体商標としての構成・態様の特定 
願書に立体商標である旨の記載がある場合、願書中の「商標登録を受けようとする商標

を記載する欄」（以下、「商標記載欄」という。）における商標の記載が、立体商標としての

商標の構成及び態様を特定し得るものか否かの確認を行う。特定し得るものと認められな

い場合には、商標法第３条第１項柱書に係る拒絶理由の対象となる。 

また、商標記載欄の記載が、商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く

こと等で構成されている場合や店舗等の内装の形状からなる立体商標について、その立体

商標の端が、商標記載欄の枠により切れている場合には、商標登録を受けようとする商標

を特定するために商標の詳細な説明の記載が必要となり、これがない場合には立体商標と

しての商標の構成及び態様を特定し得るものと認められないため、商標法第３条第１項柱

書に係る拒絶理由の対象となる。また、商標の詳細な説明の記載は、商標登録を受けよう

とする商標を特定するものでなければならない（商標法第５条第５項）ことから、本願商

標の構成態様と商標の詳細な説明の記載を確認して特定し得るものか否かの確認を行う。

特定し得るものと認められない場合には、商標法第５条第５項に係る拒絶理由の対象とな

る。 

＜商標審査基準第１の二 第３条第１項柱書＞ 

＜商標審査基準第４ 第５条（商標登録出願）＞ 

 

（2） 使用による識別性 
商標法第３条第１項第３号に該当する立体商標について、商標法第３条第２項の適用が

認められるとの判断に至った場合には、商標法第４条第１項第 18号の拒絶理由の適用につ

いても検討を行う必要があることに留意する。当該拒絶理由の適用の判断に際しては、商

標法第３条第２項の適用のために提出された広告書類や取引書類等を参考に検討を行う。 

＜商標審査基準第３の一六 第４条第１項第 18号（商品等が当然に備える特徴）＞ 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/27_4-1-18.pdf
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２－１０ 音商標等に係る審査 

音商標等については、通常の商標登録出願と比較して、商標登録出願時に商標の詳細な説明

の記載や物件の提出が必要になる点等、相違する部分が多いことから、願書における商標の詳

細な説明の記載や、音商標の場合には物件についても十分に確認することに留意する。審査を

行うに当たっては、特に以下の点に留意して審査を進める。 

 

（1） 音商標等としての特定 
願書に音商標等である旨の記載がある場合、商標の詳細な説明の記載及び物件は、商標

登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない（商標法第５条第５項）こ

とから、本願商標の構成態様と商標の詳細な説明の記載及び物件を確認して特定し得るも

のか否かの確認を行う。特定し得るものと認められない場合には、商標法第５条第５項に

係る拒絶理由の対象となる。 

＜商標審査基準第４ 第５条（商標登録出願）＞ 

 

（2） 使用による識別性 
商標法第３条第１項第３号に該当する音商標又は色彩のみからなる商標について、商標

法第３条第２項の適用が認められるとの判断に至った場合には、商標法第４条第１項第 18

号の拒絶理由の適用についても検討を行う必要があることに留意する。当該拒絶理由の適

用の判断に際しては、商標法第３条第２項の適用のために提出された広告書類や取引書類

等を参考に検討を行う。 

＜商標審査基準第３の一六 第４条第１項第 18号（商品等が当然に備える特徴）＞ 
 

２－１１ 地域団体商標に係る審査 

地域団体商標については、通常の商標登録出願と比較して、商標の構成態様や登録要件等に

おいて相違する部分が多いことから、地域団体商標登録出願に係る主体要件や商標の周知性、

類否等の判断については、商標審査基準第７に従って行う。 

＜商標審査基準第７ 第７条の２（地域団体商標）＞ 

 

２－１２ 特殊な商標登録出願 

出願の分割等の特殊な商標登録出願に関しては、以下の要領で審査を進める。なお、国際商

標登録出願については、出願の分割等の制度の適用はない（商標法第 68 条の 12、第 68 条の

13、第 68条の 18）。 

 

（1） 出願の分割 
出願の分割は、もとの商標登録出願（以下、「もとの出願」という。）が審査、審判若し

くは再審に係属している場合又は拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であ

って、かつ、もとの出願について納付すべき出願手数料を納付している場合に限り行うこ

とができる（商標法第 10条、第 68条第 1項）。 

出願の分割が行われた場合には、もとの出願の願書、分割出願に係る願書及び手続補正

書の記載事項等を照合し、以下の点を確認する。 

ア 本願商標が、もとの出願の商標と同一であること 

イ 分割出願に係る指定商品・指定役務が、もとの出願に含まれていること 

ウ 分割出願に係る指定商品・指定役務が、分割出願と同時に手続補正書によってもと

の出願から削除されていること（商標法施行規則第 22条第２項で準用する特許法施行

規則第 30条） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/27_4-1-18.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7-2.pdf
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分割出願と認められた場合は、分割出願の出願日はもとの出願の時にしたものとみなさ

れる。 

分割出願と認められない場合は、出願人に対しその旨の通知を行い、出願日の遡及効の

ない通常の商標登録出願として処理する。 

＜商標審査基準第 10 第 10条（出願の分割）＞ 

 

 （2） 出願の変更 
出願の変更は、もとの出願について査定又は審決が確定する前に限り行うことができる

（商標法第 11条、第 12条、第 65条）。 

出願の変更が行われた場合には、もとの出願の願書と変更出願に係る願書の記載事項等

を照合し、以下の点を確認する。 

ア 本願商標が、もとの出願の商標と同一であること 

イ 変更出願に係る指定商品・指定役務が、もとの出願に係る指定商品・指定役務の要旨

を変更していないこと 

 

出願の変更が認められた場合は、もとの出願又はもとの防護標章登録出願の時にしたも

のとみなされる。 

出願の変更が認められない場合は、出願人に対しその旨の通知を行い、出願日の遡及効

のない通常の商標登録出願又は防護標章登録出願として処理する。 

なお、いずれの場合においても、もとの出願は取り下げたものとみなされる。 

 

 （3） 補正却下後の新出願 
補正却下後の新出願は、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から３月以内に限り

行うことができ、補正却下後の新出願の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその出

願と同時に提出する必要がある（商標法第 17 条の２で準用する意匠法第 17 条の３。以下

「補正却下後の新出願」という。）。 

補正却下後の新出願が行われた場合には、もとの出願の願書、却下した手続補正書及び

補正却下後の新出願に係る願書の記載事項等を照合し、以下の点を確認する。 

ア 願書に記載した指定商品又は指定役務についてした補正がこれらの要旨を変更する

ものであるとして補正却下された場合 

① 本願商標が、もとの出願の商標と同一であること 

② 補正却下後の新出願に係る指定商品・指定役務が、却下した手続補正書に記載の指

定商品・指定役務に含まれていること 

イ 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正がその要旨を変更

するものであるとして補正却下された場合 

① 本願商標が、却下した手続補正書に記載の商標と同一であること 

② 補正却下後の新出願に係る指定商品・指定役務が、補正時点の指定商品・指定役務に

含まれていること 

 

補正却下後の新出願と認められた場合は、手続補正書を提出した時に出願したものとみ

なされる。 

補正却下後の新出願と認められない場合は、出願人に対しその旨の通知を行い、通常の

商標登録出願として処理する。 

なお、いずれの場合においても、もとの出願は取り下げたものとみなされる。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/34_10.pdf
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（4） 国際登録の取消し後の商標登録出願 
国際登録の取消し後の商標登録出願（以下「セントラルアタック後の再出願」という。）

は、商標法第 68 条の 32 の規定に基づき、当該国際登録の名義人であった者が行うもので

ある。 

セントラルアタック後の再出願が行われた場合には、もとの国際商標登録出願の願書及

び再出願に係る願書の記載事項等を照合し、以下の点を確認する。 

ア 再出願に係る旧国際商標登録出願が、国内で登録済みか 

イ 旧国際登録の指定商品・役務の全部又は一部について、国際登録から取り消されて

いること 

ウ セントラルアタック後の再出願の出願人が旧国際登録の名義人であること 

エ 旧国際登録が取り消された日から３月以内にされた出願であること 

オ セントラルアタック後の再出願に係る商標が旧国際登録の商標と同一であること 

カ セントラルアタック後の再出願に係る指定商品・指定役務が、旧国際登録に含まれ

ていること 

キ セントラルアタック後の再出願に係る指定商品・指定役務が、商標法第 6 条第１項

又は第 2項の要件を満たしているかどうか。 

 

セントラルアタック後の再出願と認められた場合は、当該国際登録の国際登録の日に出

願したものとみなされる。 

セントラルアタック後の再出願と認められない場合は、商標法第 68 条の 34 第 1 項の規

定に基づき出願人に対しその旨の拒絶理由通知を行う。 

 

２－１３ 防護標章登録出願に係る審査 

（1） 防護標章登録出願 
防護標章登録制度は、著名な登録商標と同一の商標を、その登録商標の指定商品・指定

役務と非類似の商品・役務に使用すると、商品・役務の出所について混同を生じさせるお

それのある場合に、その著名な登録商標を保護するため、その登録商標と同一の標章を、

非類似の商品・役務についても登録することを認める制度である。 

したがって、防護標章登録出願の審査に際しては、以下の点に留意して審査を進める。 

 

ア 防護標章登録出願の願書に記載の標章が、原登録商標と同一か否か。 

イ 防護標章登録出願の出願人が、原登録商標の権利者と同一か否か。 

ウ 防護標章登録出願に係る指定商品・指定役務が、原登録商標の指定商品・指定役務と

非類似の商品・役務か否か。 

エ 原登録商標が、自己の業務に係る指定商品・指定役務を表示するものとして需要者

の間に広く認識されているか否か。 

オ 防護標章登録出願に係る指定商品・指定役務に使用した場合、商品・役務の出所の混

同を生ずるか否か。 

 

これらの検討に際しては、商標審査基準第 14に基づき行う。 

なお、防護標章の著名性（上記エ及びオ）の検討に際しては、他の審査官の意見を参酌

した上で検討を行う。 

＜商標審査基準第 14 第 64条（防護標章登録の要件）＞ 

 

（2） 防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録出願 
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することが可能で

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/38_64.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/38_64.pdf
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ある。その更新登録出願の審査に際しては、以下の点に留意して審査を進める。 
 

ア 防護標章更新登録出願の願書に記載の登録番号及び防護標章登録番号が、存在する

か否か。 

イ 防護標章更新登録出願の出願人が、原登録防護標章の権利者と同一か否か。 

ウ 更新登録出願の日が、防護標章登録に基づく権利の存続期間満了前６月以内か否か 

エ 原登録商標が、自己の業務に係る指定商品・指定役務を表示するものとして需要者

の間に広く認識されているか否か。 

オ 防護標章更新登録出願に係る指定商品・指定役務に使用した場合、商品・役務の出所

の混同を生ずるか否か。 
 

これらの検討に際しては、商標審査基準第 15に基づき行う。 

なお、防護標章の著名性（上記エ及びオ）の検討に際しては、他の審査官の意見を参酌

した上で検討を行う。 

防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づく権利を有す

る者から同一の登録防護標章について重複して２以上の防護標章の更新登録出願があった

場合には、先願に係る存続期間更新の登録がされた後、後願について｢商標法第 64 条の趣

旨に反する｣との拒絶理由を通知する。 

＜商標審査基準第 15 第 65条の 2、3及び 4（防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新

登録）＞ 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
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図 商標の審査の主な流れ 

 
 

 


